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1 － 1 設置基準と設置認可の現状と課題について
（平成 20 年 10 月 29 日大学分科会大学設置・学校法人審議会

大学設置分科会納谷廣美分科会長職務代理配付資料）
設置基準と設置認可の現状と課題について

大学設置・学校法人審議会
1．設置認可の現状

⑴ 申請者・申請内容の多様化
　① 専門職大学院制度の創設や株式会社の参入などにより、申請者・申請内容が多様化。

　② 「規制緩和によって設置認可がされやすくなった」という申請者側の意識変化があったのか、設置者とし
ての自覚と責任を欠くような準備不足の申請が増加。

　③ 申請件数は減少したものの、多様性と設置基準の抽象性とが相俟って審査自体は困難に。1 校当たりに付
す審査意見の数自体は大幅な増加傾向。

　④ 規制緩和の影響もあり、私立大学の経営の継続性、安定性の確保が難しくなっており、教育・研究の質の
確保・向上に影響を及ぼすことが懸念される。（校地、校舎の全部借用が認められたが、借料が経営を圧
迫している例も見受けられる。）

　⑤ 大学等を誘致、支援する自治体に対して、大学設置に関する十分な情報が伝わっていない。

⑵ 設置基準が定性的・抽象的
①設置基準の準則化により審査内規が廃止され、規制緩和の観点から定量的基準も不在。

② 申請内容が多様化する中、大学人の常識からすれば不適切と思える申請についても、設置基準に具体性
がないため、最終的に「不可」とするには明確な根拠を示し難い状況。

　　※ 　最近問題となった具体例については、平成 20 年 1 月 23 日の大学分科会制度・教育部会における「佐
藤弘毅委員説明資料」【別添】を参照。

⑶ 届出制度で想定外のケースが出現
　　① 届出制度の導入により、柔軟な組織づくりは促進されたものの、本来の届出制度の趣旨を逸脱するよう

な届出設置も出現。
　　（例）　

　 ・ 数回にわたる届出の結果、認可申請時とは異なる分野の学部等を届出設置（A → AB → B）
　 ・ 基礎となる学部等とは異なる国家資格等を取得する学部等を届出設置（看護師→理学療法士）

　　② 学部・学科名や学位に付記する専攻名称に、国際通用性に疑問があるようなものが出現。設置認可審査
があれば意見を付して修正を求められるが、届出の場合は困難。

　　③ 教員審査や設置審議会との「対話」を回避して届出制度を抜け道的に活用し、不十分な組織改編が行わ
れるとすれば、一方で設置認可の審査を厳格に行っている意義が薄れる。

2．設置基準に係る課題

①定性的・抽象的な規定についての明確化が必要
　（例）

・専任教員の要件（年齢、給与、勤務日数、授業時間数、雇用形態、管理運営への参画）
・グラウンド、体育館に係るハード面の基準（広さと本部校舎からの距離）
・研究室、研究費等の研究環境に関する基準
・図書の冊数

②多様な形態を踏まえた通信教育設置基準の見直し

③学校教育法第 103 条の「大学院のみを置く大学」（大学院大学）の要件の明確化
・ 「教育研究上特別の必要がある」ことを審査要件化することが必要であり、典型的な場合等を設置基

準に明記することが必要

・ 「大学とすることができる」について、校地・校舎の定量的基準がないものの、大学らしさ（大学で
あること）をどのような形で担保するかを設置基準に明記することが必要

＜学校教育法＞
　（大学院のみを置く大学）
第  103 条　教育研究上特別の必要がある場合においては、第 85 条の規定にかかわらず、学部を置

くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。

④ 専門職大学院で養成する人材を受け入れる側のニーズ把握の徹底、専任教員の役割・責任の明確化



53大学と学生 2009.7　臨時増刊号

⑤ 大学院、大学院大学に関する校地・校舎の基準

⑥ グローバル化の中で、学部・学科名、学位に付記する専攻名などが、国際通用性のあるものとなるよう、
限定を付すことが必要。

3．設置認可（設置審査）に係る課題

　① 審査の簡略化の観点から審査期間を短縮化したが、申請内容の多様化に対応し、審査の質を確保する観点
から、例えば大学等の新設や収容定員の増加を伴う改組の場合には、審査期間を 1 年～ 1 年半程度確保す
るなど、十分な審査期間の確保が必要。申請者にとっても、審議会との「対話」が深まり、意見対応に時
間がとれるため有益。（現在は、審査意見伝達後の補正申請まで、1 ヶ月程度しか確保できない状況）

　＜現状＞
　　　大学新設　　7 ヶ月： 3 月末申請（審査意見・補正申請　2 往復）
　　　学部等設置　5 ヶ月： 5 月末申請（審査意見・補正申請　1 往復）

② 形式要件は具備しているため受付は行ったものの、設置の趣旨・教育上の目的、教育課程、施設・整備
などの面で大学の設置に関する基本的理解を欠いているなど、明らかに準備不足である申請に対しては、
第一次審査で審査を打ち切り、「不可」とするなどの厳格な対応が必要。

③ 審査の厳格化の観点から、教員に関する情報等、申請書類に添付する書類や記載内容等の手続面の改訂
が必要。

④ 学際分野の審査に際しては、複数の分野別専門委員会で、それぞれの観点から審査を行い意見を付して
いるが、同方法では限界があり、新たな審査方法を構築することが必要。

⑤  1 つの学部又は学科内に複数のコースを設け、認可又は届出を行った学位とは異なる分野の学位を授与
するケースが見られる。教育プログラムとそれにより授与される学位を一体的に捉え、認可又は届出を
行った学位分野が維持されるようにすべき。

⑥ 自治体からの財政支援等を伴う設置申請については、申請者に対して、審査の過程においても、当該自
治体と十分な連携を図るよう求めることが必要。

4．届出制度に係る課題

① 制度導入の趣旨に鑑み、既存の学位の分野の見直し・細分化が必要。（学際分野の位置づけなど）

②既存の学部に新たな学位の分野を追加する場合のルールの厳格化が必要。

③設置計画履行状況等調査の実施によるフォローアップが必要。

5．設置計画履行状況等調査（認可後のフォローアップ）の現状と課題

⑴ 現状
① 新たに設置認可を行った大学、学部、研究科等について、完成年度まで毎年報告書の提出を求め、書面、

面接又は実地調査を実施。問題点については、留意事項として通知。

② 従来、大学設置・学校法人審議会決定に基づき実施していたが、平成 18 年に省令に根拠規定を設け、以後、
毎年の調査結果を公表。

　③ 大幅な設置基準の緩和以降、役割が一層増大しており、今後、届出設置についても実施予定。（現在試行中）

⑵ 今後の課題
① 対象件数は、設置認可に係るものだけで毎年 400 件以上。物理的に、面接や実地調査を行えるのは、合

わせて 100 件程度。今後、届出設置についても調査の対象を拡大したいが、限られた資源の中で質と量
のバランスを確保しつつメリハリを効かせて実施することが必要。

②   設置計画履行状況等調査は、設置認可時の留意事項への対応状況、設置計画が確実に履行されているか
を調査するものであり、最低限の質を担保する役割を果たすが、教育研究の質の向上について調査・評
価することは困難。設置認可制度の特質とその限界を踏まえ、設置認可後の質の保証に関する国として
のフォローアップの枠組みを構築することが必要。

6．質の保証システムの構築に向けて

　① 設置計画履行状況調査によって最低限の質を担保するとともに、分野別認証評価システムの構築や文部科
学省の視学委員制度の復活等によって、設置認可後の教育研究の質の維持・向上を図り、設置の前後を通
じて、「担保」と「向上」の両側面から「質の保証」を図ることが必要。

　② 各大学の自発的な教育研究の質の向上を促すためには、設置認可申請書の基本計画書や教育課程の概要等
の設置認可に係る書類や認証評価の結果等を大学ごとに整理してポータルサイトに掲載するなど、大学の
基本情報の公開を徹底することが必要。
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参考 1

11 月答申の提出に当たって［大学設置・学校法人審議会会長コメント］

１ 　このたび、大学設置・学校法人審議会は、本年 5 月及び 7 月に諮問等のあった平成 20 年度開設予定
の公私立の大学、大学院などについて答申等を行った。諮問等のなされたもののうち、今回認可の答申
等に至った案件は 94 件であり、それぞれ円滑かつ確実に設置計画を履行し、特色ある充実した教育研
究活動を展開されることを期待したい。

２　本年度の申請等の大きな特色の一つは、教職大学院関係が 21 件あったことである。
このうち、今回の答申等で可となったのは 19 件、申請が取り下げられたものが 2 件である。全体的

に、実践的な能力を培うための実習の重要性に関する理解が不十分であると思われる案件がかなり見
られ、それらについては補正を求めることとなった。教職大学院は教職課程改善のモデルとして制度
化されたことを十分踏まえ、質の高い実践的なリーダー教員養成を行う体制を整備・充実することを
強く求めたい。（詳細については別紙の北原大学設置分科会長代理のコメントを参照。）

３ 　教職大学院以外の案件では、大学の新設、学部の設置、短期大学の学科の設置、大学の通信教育の開
設、大学院の研究科の設置、専攻設置・課程変更の各区分で、申請の取り下げが 7 件あり、また、いく
つかの案件については、当審議会においてさらに吟味を必要とするという判断から、現在の時点では保
留という結果となっている。これらの案件は、総じて準備不足の傾向が顕著であり、設置の趣旨・教育
上の目的、教育課程、施設・設備などの面で、大学の設置に関する基本的理解を欠いているのではない
かとの懸念がもたれるような申請内容のものも見られた。

４ 　規制緩和の流れの中、大学新設の抑制方針の撤廃、審査基準の準則化、認可事項の縮減など「事前規
制から事後チェックへの転換」の考え方に基づき、設置審査が行われてきているが、その前提となる大
学自身の自覚と責任の徹底という点において、懸念せざるを得ない案件が少なくないことは、大いに危
惧されるところである。本年 1 月には文部科学大臣が、株式会社が設置するある大学に対して学校教育
法に基づく勧告を行う事態にも至っている。各申請者はじめ大学の設置・運営に関わる全ての方に対し
て、あらためて大学を設置する責任の重みを十分に自覚いただくよう強くお願いしたい。各申請者にお
いては、当該専門分野の教員をコアとして構成・計画を練り、十分な準備を経た上で申請するよう重ね
てお願いしたい。また、積極的に教育情報・財務情報を公開し社会に対する説明責任を果たすよう期待
したい。

５ 　今回の審査に際しても、設置構想が多様化する中、判断に苦慮した局面が少なくなかった。文部科学
省に対しては、基準を明確化し適正な審査を行う観点から、例えば、以下のような事項についての検討
を期待したい。

　　○学位に付記する専攻名称に関する基準の明確化
　　○大学院大学のハード面など基準の明確化
　　○多様な形態を踏まえた通信教育設置基準の見直し
　　○教職大学院の基準の明確化（別紙参照）
　　○専門職大学院で養成する人材を受け入れる側のニーズ把握の徹底、専任教員の役割
　　・責任の明確化

平成 19 年 11 月 27 日
大学設置・学校法人審議会会長永田眞三郎

別紙
教職大学院の審査結果について

１ 　教職大学院については、本年 3 月に制度が創設され、7 月に平成 20 年度開設予定の国私立の教職大
学院 21 件の諮問等があった。（国立 15 件、私立 6 件）

審査に当たっては、教職大学院の案件のみを審査する特別審査会及び専門委員会を設け、書面審査
に加えて、全ての大学院に対して面接審査を実施し、必要に応じ実地審査や連携教育委員会からのヒ
アリングを行ったりして、慎重な審査を期した。

その結果、19 件については、認可を「可」とする判定を行い、各大学院が留意すべき事項の内容を「留
意事項」として取りまとめた。その他は、申請が取り下げられたものが 2 件ということとなった。

２ 　教職大学院は、これまでの大学院段階における教員養成の在り方を見直し、高度専門職業人としての
教員に求められる高度な実践力・応用力を育成するため、専門職大学院制度の中に特別に位置づけられ
制度化されたものである。このことに鑑み、各案件の審査に際しては、設置の趣旨・目的が制度創設の
趣旨に即しており明確か、教育課程が実践的な内容になっており体系的に編成されているか、学校等に
おける実習が円滑に教育効果をあげるものになっているか、実務家教員と理論的な科目を担う教員とが
適切に役割分担し協働する教員組織になっているか、養成した人材を受け入れる教育委員会等との強い
連携関係が構築されているかといった観点から確認を行い、不明確な点については申請者に説明を求め
た。

３ 　審査における論点の一つが、学校等における実習の取扱いであった。実践的な指導力の強化を図る観
点から、10 単位以上の実習を修了要件とするとともに、学生の教職経験を考慮して、全部又は一部の
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実習を免除できる制度とされている。実習の免除を計画する案件の中には、教職経験と免除する実習と
の相関性、免除の基準・方法等が不明確なものがかなり見られた。また、実習の全部を免除する計画に
ついては、実践力ある人材を育成する目的を達成できるかどうか疑問であるとする意見もあった。教職
大学院における教育の質の担保に直接関わる事柄なので、各大学院において、実習を免除する場合の判
定は厳正に行うとともに、実習の在り方を不断に検証していくことを望みたい。なお、現職教員学生が
現勤務校で実習を行う計画の場合、日常の勤務に埋没しない工夫・配慮が適切になされることも望みた
い。

４ 　その他、審査においては、1 年コースを設定する場合の教育の質の担保、学生が 1 年間に登録できる
履修科目の単位数などが論点となった。細部までの検討がなされておらず準備不足なものがある、教職
大学院の設置により既設の学部や修士課程の教育も改革してほしい、今回は義務教育、特に小学校教員
養成の案件が多かったが、例えば、高等学校等の教員養成のものも今後出てきてほしいといった意見が
あったことを付言しておきたい。

５ 　今回の審査に際し、教職大学院制度の趣旨・目的に照らして個別の案件の内容について議論したが、
判断に苦しんだ局面があった。文部科学省に対しては、例えば以下のような事項について、基準の明確
化など制度に関する共通理解を図る取組を期待したい。

　　○実習について、全部免除の要件、免除の基準・方法等に関する要件
　　○現職教員学生の現勤務校での実習を認める要件
　　○学生が 1 年間に履修科目として登録することができる単位数の上限
　　○教員組織中に修士など相応の学位保有者を相当程度含むこと

　○モデル・カリキュラムの作成の支援

６ 　平成 20 年度に開設する 19 の教職大学院に対しては、確実に設置計画及び留意事項の内容を履行し、
質の高い実践的なリーダー教員養成を行うことを期待する。

平成 19 年 11 月 27 日
大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長代理

（教職大学院特別審査会主査） 北原保雄

参考 2

近年の審査を振り返って
（大学設置・学校法人審議会学校法人分科会長コメント）

私立大学審議会を前身とする本分科会は、法令の定めにより私立大学関係者を中心に構成され、経営面
を中心に設置審査に当たっている。言い換えれば、本分科会は、私立大学関係者の「自主性」「自律性」
に厚い信頼を置く私立大学制度の一部を成すものであり、申請者の「自律性」を期待し、「自主性」を尊
重することを審査の基本方針としている。

一方、我が国の私立大学は、過去十数年の間、著しい環境の変化に晒されてきた。18 歳人口が 4 割減
少し、地方を中心に定員割れに苦しむ大学も少なくない。バブル経済の崩壊は、出口（就職）を意識した
教育内容の不断の見直しを不可避とした。さらに、大学設置基準の大綱化以降の規制緩和の流れは、私立
大学の多様化に大きく道を開いた。

かかる環境変化に直面し、各大学が、経営の安定性に意を払いつつ、建学の精神の下、様々な工夫を凝
らし改革を進めていることは、高く評価したい。しかし、他方で、私立大学制度の前提である「自主性」

「自律性」を損ないかねない事態が審査の過程等で明らかになりつつあることを指摘しなければならない。
第一に、継続的な運営のための「安定性」の問題である。私立大学は、在学生のみならず、卒業生に対

しても母校として存続、発展する責務がある。「安定性」は学校経営の最も基本的な命題であり、学校法
人制度もそうした前提で設計されている。にもかかわらず、近年、新設早々に学生確保に苦しむ経営見通
しの甘い大学の例や、校舎の全部借用の結果、借料が経営を大きく圧迫する株式会社立大学の例が多く見
られるようになった。

第二に、社会からの「信頼性」の問題である。教育基本法で規定される通り、学校とは「公の性質」を
有するものであり、その設置者たる学校法人には高い「公共性」が求められる。しかし、昨今、認可申請
書の不実記載や重大な記載漏れなどの不正申請、理事長によるセク・ハラ事件、さらに文部科学大臣勧告
を受けた株式会社立大学の例など、一部とはいえ私立大学に対する社会の信頼を失いかねない事案が続い
ており、極めて遺憾である。社会からの信頼性の前提である情報公開も遅れている。

第三に、私立大学の「自主性」「自律性」そのものの問題である。規制緩和の進展は、申請者側に、よ
り高い「自主性」「自律性」が求められるものであるが、現実には、設置認可に際し、準備不足からか多
数の留意事項が付されたり、「数値基準さえクリアすれば」といった低い意識の申請者が増加するなど、
規制緩和の弊害が目立ち始めている。学校法人のガバナンス機能を高めるための平成 16 年の私立学校法
改正の趣旨についても、改めて徹底する必要がある。

以上、いずれも最終的には設置者たる学校法人の自己責任に帰すべき問題とは言え、事態の広がりによ
っては、学校経営に民間参入を認めた唯一の制度として確立してきた『学校法人制度』の根幹を揺るがし
かねない。この事態の克服のため、何よりも、我が国の私立大学制度に関する各設置者の強い自覚、自省
を切に求めたい。また、各種大学関係団体にも、会員大学に対する適切な対応を期待したい。

本学校法人分科会は、私立大学の水準の向上、健全な発展に責任を負う機関として、事態の推移を見極
めつつ、審査基準、審査方針の見直しと厳正な審査に一層努めてまいりたい。
　　平成 20 年 2 月 27 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学設置・学校法人審議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校法人分科会長　　黒　田　壽　二
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【別添】平成 2 0 年 1 月 2 3 日
佐藤弘毅委員説明資料

大学の設置認可について

平成 20 年 1 月 23 日
大学設置・学校法人審議会

昨年 11 月 27 日、当審議会において、平成 20 年度開設予定の公私立の大学、大学院等に
ついて答申を行った際、別紙のとおり、申請大学、文部科学省をはじめ広く関係者に対して
会長コメントが出された。

とりわけ、設置基準の在り方については、中央教育審議会大学分科会において今後必要な
検討が行われることを強く期待するものである。

なお、今後の検討の参考となるよう、実際の審査の過程において議論のあった具体的な事
例について、以下に主なものを掲げているが、これらについては、他の課程における取扱い
も含めて検討する必要がある。

○最近の設置認可をめぐり議論のあった課題の具体例

 【設置形態を問わず共通の事項】
・報酬や担当時数が過少である者や企業経営者などの本務を有する者は専任教員と言える

のか。専任教員の役割・責任や勤務条件の明確化が必要ではないか。
・教員審査に当たって、実務家としての業績をどのように評価するか。
・教員研究室が狭隘、教員研究費が過少など、研究環境に問題がある場合の取扱いをどう

考えるか。
・附属図書館などの保有図書数が過少な場合の取扱いをどう考えるか。
・通信教育によって十分な教育効果が得られる専攻分野をどのように考えるか。また、多

様な教育手法の導入に伴い、十分な教育効果をあげるための教育体制の整備が必要では
ないか。

・学位に付記する専攻名称に関する基準の明確化についてどう考えるか。

 【専門職大学院に関する事項】
・関連する分野の修士、博士の学位もしくは専門職学位を有さない教員や、研究業績を有

しない「実務家教員」が専任教員の大部分を占めるような「専門職大学院」は適当かど
うか。

・専門学校や学部との相違や、人材を受け入れる側のニーズが不明確な構想について「専
門職大学院」と位置づけることができるかどうか。

・専門職学位課程専従の教員が入学定員に比して過少な場合の取扱いをどう考えるか。
・実習の要件など教職大学院の基準の明確化についてどう考えるか。

 【大学院大学に関する事項】
・大学院大学において、多くの部分を専門学校等と共用しているなど、学生数に比して校

舎面積が狭小な場合が多いが、ハード面に関する基準の明確化が必要ではないか。
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1 － 2 これまでの大学設置認可制度に係る規制緩和の例
★印は、構造改革特別区域における特例措置

【平成元年】

○学位・研究業績にかかわらず、社会に広く人材を求める観点から、教員資格を拡大

【平成 3 年】

○学部の種類の例示を撤廃
○学士・修士・博士の種類を撤廃、専攻分野の名称を自由化
○一般教育・専門教育等の科目区分・必要単位数を撤廃
○一般教育・専門教育等の科目区分ごとの必要教員数を撤廃
○兼任教員比率の上限（専任教員の半数）を撤廃
○図書等の整備の数量基準を撤廃

【平成 7 年度（審査）】

○審査期間を短縮（（例）大学の新設 20 カ月→ 15 カ月）

【平成 10 年】

○校地の基準面積を緩和（校舎面積の 6 倍→校舎面積の 3 倍）

【平成 11 年度（審査）】

○兼任・兼担教員の資格審査を廃止

【平成 12 年】

○校地の自己所有要件の段階的緩和

【平成 13 年度（審査）】

○審査期間を短縮（（例）大学の新設 15 カ月→ 8 カ月）
○校舎の自己所有要件の段階的緩和

【平成 14 年】

★校地・校舎の自己所有を要しない特例措置

【平成 15 年度（審査）】

○学部・研究科等の設置のうち大学の授与する学位の種類・分野が変わらないものを届出化
○総数の増加を伴わない収容定員の変更を届出化
○大学設置・定員増の抑制方針を撤廃
　（地域制限：全廃、抑制分野：医師・歯科医師・獣医師・教員・船舶職員のみ）
○準則化により専任教員の要件等に関する審査内規を撤廃
○校地の基準面積を緩和（校舎面積の 3 倍→定員 1 人当たり 10㎡）
○校地・校舎の自己所有要件の段階的緩和
○審査期間を短縮（（例）大学の新設 8 カ月→ 7 カ月）
★大学の設置主体に株式会社を認める特例措置
　（株式会社立大学新設の審査期間の特例：3 カ月（平成 15 年度のみ））
★空地・運動場を不要とする特例措置
★校地面積基準を引き下げる特例措置

【平成 17 年】

○大学設置・定員増の抑制分野から教員養成を撤廃

【平成 18 年度（審査）】

○大学院の設置認可にあたって、基礎となる学部の設置後 2 年経過していることについて定めた規定
を撤廃。

【平成 19 年度（審査）】

○校地・校舎の自己所有要件の緩和

【平成 20 年度（審査）】

○大学の統合の場合でなくとも、特段の意見等が付されなかった場合は早期認可が可能に
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1 － 3 大学設置認可における量的規制撤廃の経緯

＜高等教育の計画的整備＞

○　高等教育機会の提供については、昭和 51 年度より逐次計画的な整備を実施。平成
5 年度以降は 18 歳人口の急減等を踏まえ、「大学等の新増設及び定員増については原
則抑制」とする方針を採用。

○　平成 12 ～ 16 年度を対象とする計画（平成 9 年 1 月の大学審議会答申「平成 12 年
度以降の高等教育の将来構想について」）においても、大学等における教育の質の確
保を図る観点から、大学等の全体規模について、基本的には抑制的に対応すること
が適切であるとの考え方。

○　これを踏まえて、平成 12 年度以降の大学等の設置及び定員増に関する認可の審査
に当たっては、社会的な必要性の高い特定の分野（例：看護、情報、福祉）を除い
て抑制的に対応（いわゆる「抑制方針」）。

＜規制改革の動き＞

総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第 1 次答申」（平成 13 年 12 月）
　○高等教育における自由な競争環境の整備
　　・大学・学部の設置認可制の見直しと届出制の導入
　　・大学・学部の設置等の認可に対する抑制方針の見直し
　　・第三者による評価認証（アクレディテーション）制度の導入

＜中央教育審議会の提言＞
答申「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」（平成 14 年 8 月）

 ＜量的規制の撤廃＞             ＜設置認可の弾力化＞

○ 　今後は抑制方針を基本的に撤廃す
ることを提言（但し、現在全く新増
設等を認可していない医師、歯科医
師、獣医師、教員及び船舶職員の養
成に係る大学・学部等については、 
引き続き検討）。

↓ 
○ 　この方針を踏まえて、平成 15 年度

から大学の設置に関する抑制方針を
撤廃。

○ 　大学が主体的・機動的・弾力的に
組織改編できるように、設置認可の
弾力化を提言。

↓
○ 　この方針を踏まえて、平成 15 年度

から学問分野を大きく変更しない学
部等の設置を届出化するとともに、
平成 16 年度より認証機関による第三
者評価制度を導入。

※その後、教員養成に係る抑制も撤廃（平成 18 年度開設分から）

○ 設置認可制度の的確な運用　　　○ 認証機関による第三者評価の充実
○ 自己点検・評価の充実

進学率の上昇と特定の分野を中心とした
大学の設置による高等教育の大衆化
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1 － 4 設置審査の準則化について
1．準則化

〇 　「準則」とは「守るべき規則・ルール」を意味し、「準則化」とは、様々な法的問題
点について、適用されるべき基準や解釈を明確に示すこと。

○ 　大学の設置認可の審査については、学校教育法・大学設置基準等の法令の抽象的な
規定を補う形で、大学設置・学校法人審議会の決定・申し合わせといった内規によっ
て基準を定め、逐次整理していた。（審議会の内規は、すべて一般に公表していた。）

○ 　特に、平成 15 年の大学設置基準等の改正においては、基準の一覧性を高め、明確化
を図る観点から、審議会内規において定めていた審査の基準について、告示以上の法
令に規定するとともに、審議会内規をすべて廃止した。

その際、規制緩和の流れを踏まえ、大学の質の確保のため最低限の基準として必要
な事項に限定する整理がなされた。

○ 　総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第 2 次答申」（平成 13 年 12 月 11 日）
（抄）
第 1 章　 重点 6 分野について／ 4　教育／⑴　高等教育における自由な競争環境の整備
ア　大学・学部の設置規制の準則主義化【平成 14 年度中に措置（検討・結論）】
　 （略）現在、大学設置基準や大学設置・学校法人審議会審査基準など、様々な形式

によって重層的に規定されている基準について、法令レベルでその一覧性を高める
よう整理すべきである。

○ 　中央教育審議会「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」（平成 14
年 8 月 5 日答申）（抄）
第 2 章　設置認可の在り方の見直し／ 3　設置審査に係る基準の見直し

　現在、大学設置審査の際に適用されている基準は、大学設置基準等の法令のほか、
大学設置・学校法人審議会の審査基準や内規など様々な形式によって規定されてい
る。今回、これらの基準が設置審査の最低基準であるとの観点に立って、それぞれ
の規定の必要性を吟味し、整理を図るとともに、こうした様々な基準の一覧性を高
め、明確化を図る観点から、設置審査に係る基準を原則として告示以上の法令で規
定することが必要である。

2．準則化に対するこれまでの取り組み
〇 　審査の一般的基準や抑制方針について、総則的な 2 本の審議会内規（「大学設置審査

内規」・「審査の取扱方針」）に統合。（平成 3 年）
○　「学部設置基準要項」13 本を審査の参考資料とすることを廃止。（平成 3 年）
○　特定の学部・学科別に基準を定めていた申し合わせ 45 本を廃止。（平成 3 年）
○ 　審議会の決定・申し合わせ等が改正された場合に、法令と同様に改正内容と施行を設

置者に対して通知。（平成 5 年～）
○ 　「設置審査内規」と関連する複数の申し合わせを学部・大学院のそれぞれについて 2

つの審議会内規（「審査基準要項」・「審査基準要項細則」）に整理。（平成 13 年）
○ 　審査の一般的基準に関する内規（「審査基準要項」など 6 本）及び抑制方針に関する
内規（「審査の取扱方針」など 4 本）など計 11 本を廃止して、最低限の基準として必要な
ものに限って大学設置基準や告示などに規定。（平成 15 年）

3．平成 15 年 3 月 1 日をもって廃止された内規一覧

〇大学設置審査基準要綱　　　　　　　　　　○大学設置審査基準要綱細則
○大学院設置審査基準要綱　　　　　　　　　○大学院設置審査基準要綱細則
○大学院大学の審査基準について　　　　　　○教員養成大学に設置される大学院に関する審査方針について
○大学専攻科及び別科に関する取扱について　○臨時的定員に関する平成 12 年度以降の取扱い方針
○抑制の例外としての社会人等の定員枠を充足していない場合の取扱いについて
○平成 12 年度以降の大学設置に関する審査の取扱い方針
○平成 12 年度以降の大学設置に関する審査の取扱い方針の運用について
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3．廃止された審査基準のうち法令に規定化されなかったものの例
平成 15 年の準則化によって廃止された審査の基準に係る審議会内規のうち、大学設置基

準等に規定化されなかったものに、以下のような例がある。
（※ その後の大学設置基準等の改正により一部規定されたものも含む。）

⑴ 教育内容に関するもの
○ 教養教育の実施（学部）
・ 　大学設置基準第 19 条第 2 項及び短期大

学設置基準第 5 条第 2 項の規定の趣旨が実
現されるよう、教育課程の編成に当たって
は一般教養的な教育内容を全部又は一部に
含む授業科目を開設する必要がある。

○ 基礎理論教育の実施（大学院）
・ 　実技関係の分野（例えば美術、音楽、体

育等）に係る専攻の教育課程の編成につい
ては、基礎理論関係科目が相当程度考慮さ
れていることを必要とする。

○ 学外実習施設の確保
・ 　学外実習を実施する場合は、実習施設が

教育内容にふさわしい規模、内容を有し、
また、実習施設との連携等教育上の配慮や
実習計画が適切であるかどうかを判断する。

○ 履修指導・シラバスの配慮
・ 　教育課程の展開に当たっては、少人数に

よる授業、対話・討論型、双方向的な授業
の積極的な導入、十分な履修指導の実施に
配慮されているとともに、授業計画の作成
等についてもなるべく配慮されているもの
であること。

⑵ 教員組織に関するもの
○ 専任教員の要件
・ 　次に掲げる者は、基準上専任教員に算入

しない。
ア 　会社の役員及び職員。ただし、非常勤の

者であって、授業及び研究に支障がないと
認められる場合は、この限りでない。

イ 　弁護士、公認会計士、税理士、医師等と
して専ら業務に従事している者。

ウ 　演奏家、作曲家、小説家、評論家及び画
家等で、演奏活動等のため、授業及び研究
に著しく支障があると認められる者。

エ 　専任となろうとする大学と遠隔の地に居
住しているため授業及び研究に支障がある
と認められる者。

オ 　専任教員の基本給については特に留意
し、特別の場合を除き、余りに少ない場合
は専任に疑義ある者とする。

・ 　専任教員の年齢制限は、別表第 1 のとお
りとする。→表備考 1 年齢は満年齢とし、
年齢欄に表示した年齢未満を専任教員数算
定の対象とする。

⑶ 施設・設備に関するもの
○ 学部別地と校舎面積
・ 　大学の場合は、学部ごとに遠距離に分散

しても差し支えない。ただし、学部ごとに
大学としての教育に差し支えないだけの施
設設備及び教員組織が整備されていること
を原則とする。

・ 　2 以上の学部（短期大学の場合には学科）
がある場合で、それらが 2 以上の団地に学
部単位で分散している場合には、個々の団
地が基準面積以上（団地ごとにそのうちの
1 の学部については第 1 表により算出）で
なければならない。

○ 図書館の閲覧座席数
・ 　閲覧室については、収容定員の 10％以上

の座席数が設けられることが望ましい。
○ 通信教育の技術管理
・ 　通信教育を行う課程については、教育研究

のための情報通信機器等の整備について配慮
がなされていることが望ましく、また、マル
チメディア技術を活用して授業を行う場合等
においては、当該システムの管理運営等を行
う者が配置されていることが望ましい。

○ 大学院大学の施設
・ 　校地・校舎の面積は、収容定員に応じ大

学設置基準に定める学部等に係る基準に準
じて個別審査する。

⑷ 教育研究環境に関するもの
○ 教員の研究費
・ 　教員の研究費、旅費（海外旅費を含む。）、

図書購入費、施設・設備購入費等の教育研
究経費については、教育研究の活性化を図
る観点から充実していることが必要であ
る。特に、研究費については、一定額（当
面、一人当たりの積算金額が大学 30 万円、
短期大学 20 万円）以上措置されており、
かつ、十分な共同研究費、在外研究費等が
確保されていることが望ましい。また、こ
れらの研究費について、適切な配分方法が
確立していることが必要である。

⑸ 管理運営に関するもの
○ 教学面の学内規定
・ 　大学又は短期大学としてふさわしい管理

運営が行われるため、教員の人事に関する
規定、教授会等の組織に関する規定等の学
内諸規定が十分に整備されていること。
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1 － 5 学部等の届出設置について
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1 － 6 大学等の認可・届出事項
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1 － 7 学位の種類及び分野の変更等に関する基準（抄）
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1 － 8 学校法人における校地・校舎の自己所有要件について
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１－ 9 設置計画履行状況調査について
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１－ 10 質保証の観点から見た設置認可・審査制度の改善例
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１－ 11 過去「不認可」「取下げ」「保留」となった公私立大学等の件数の推移
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１－ 12 質保証を支える設置基準等の整備について
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1 － 13 認証評価機関一覧（H20 年 6 月現在）
【機関別評価に関する認証評価機関】
　①財団法人　大学基準協会（平成 16 年 8 月 31 日認証）
　②独立行政法人　大学評価・学位授与機構（平成 17 年 1 月 14 日認証）
　③財団法人　日本高等教育評価機構（平成 17 年 7 月 12 日認証）

◆ 大学等は複数の認証評価機関の中から評価を受ける機関を選択（複数の機関
　を選択することも可能）

1 － 14 認証評価機関が行う評価
Ⅰ 認証評価機関が定める大学評価基準
　◆認証評価機関が認証評価を行う際は、大学評価基準に基づいて行う。
　◆ 大学評価基準については、文部科学省令※において大枠は定まっているが、詳細な基準

は、大枠の範囲内において認証評価機関が自ら定めるもの。
　　※ 学校教育法第 110 条第 2 項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省

令（文部科学省令第 7 号）

（参考 1）学校教育法改正にあたって文部科学省の当時の考え方
　認証評価は、あくまで認証評価機関が主体性をもって実施するものであり、大学評
価基準を自ら定め、その基準に従って評価を行うものでなければならない。仮に、大
学評価基準を国が策定し、その基準に従って評価を行うこととした場合、当該評価は
国の代行・下請け評価となり、大学の教育研究活動の内容について謙抑的であるべき
国がその評価を行っていることと同様になりかねないため適当ではない。

（参考 2）国会答弁による説明
　（平成 14 年 11 月 1 日文部科学委員会（衆）河村文部科学副大臣の答弁）
　大学評価基準でございますけれども、これは、当然大学設置基準というものがござ
いますから、それをまず踏まえて定めないといけない。それから、教育課程、教員組
織あるいはその他の認証評価のための適切な項目を設定して、項目ごとの内容も適切
であるかどうかということ。

Ⅱ 文部科学省が定める大学評価基準の大枠（文科省令第 7 号）
　◆国が認証する際の基準をより明確化にしたもの。
　◆�認証評価機関が評価を実施するのにあたり、国として最低限、評価すべき項目や評価方

法を明確化したもの。
　◆�大学評価基準に盛り込まれている内容のうち学校教育法並びに設置基準に関係する内容

については、その水準を下回らないこと。

（参考 1）国会答弁による説明
　（平成 14 年 11 月 19 日文教科学委員会（参）河村文部科学副大臣の答弁）
　本来、評価基準というものは評価機関自らが定めていただくということになってお
りまして、公正かつ適確に評価を実施するためには、細目の中で必要最小限の事項を
定めるということになっております。

（参考 2）文部科学省令第 7 号を定める際の大学分科会における文部科学省の説明
　①平成 15 年 2 月 25 日中央教育審議会大学分科会
　　○ 各評価機関が認証を受ける場合の審査内容等については、審査を受ける側にも

不安な部分があるので、その部分について細目を定める。
　　○ 曖昧な必要最低限の評価機関の在り方を細目という形で明確にしようとしてい

る。
　②平成 15 年 12 月 18 日中央教育審議会大学分科会
　　○ 大学評価基準が、大学設置基準等を踏まえたものというのは、設置基準の項目



74 大学と学生 2009.7　臨時増刊号

    を全て評価して頂きたいという主旨ではございませんので、各認証評価で定め
る大学設置基準の項目の基準が、大学設置基準の水準を下回らないと申します
が、適合しているというようにして頂きたい。

　　○ 最低限の項目として、教育上の基本組織、教員組織、教育課程、施設設備、事
務組織といった項目は、大学設置基準の項目の中で、評価すべきと思われる項
目を抜き出してきたもの。

　　○ （省令で定める）最低限の項目について、各評価機関で定めていただきまして ,
その他どのような項目を付加するかどうかは、各評価機関で自由にお考え頂く
という主旨のもの。

（参考 3）文部科学省令第 7 号の概要
第 1 条
　第 1 項第 1 号　評価基準が学校教育法及び各設置基準に適合していること。
　　　　第 2 号　 評価基準の項目を、大学の特色ある教育研究の進展に資する観点か

ら設定していること。
　　　　第 3 号　 評価基準を定めるに当たって、公正性及び透明性を確保するため、

案の公表等の措置を講じること。
　　　　第 4 号　評価方法に、自己点検評価の分析、実地調査が含まれていること。
　第 2 項第 1 号　大学の総合的な状況の評価については、以下の基準を定めること。
　　　　　　　　　①教育研究上の基本組織に関すること。
　　　　　　　　　②教員組織に関すること。
　　　　　　　　　③教育課程に関すること。
　　　　　　　　　④施設及び設備に関すること。
　　　　　　　　　⑤事務組織に関すること。
　　　　　　　　　⑥財務に関すること。
　　　　　　　　　⑦その他教育研究活動等に関すること。
第 2 条
　第 1 項第 1 号　評価の業務は、大学の教員及びそれ以外の者が従事すること。
　　　　第 2 号　大学の教員が所属大学の評価に従事しない措置を講じていること。
　　　　第 3 号　評価に従事する者に研修等を実施すること。
　　　　第 4 号　 機関別評価と専門職大学院評価を同時に実施する場合には、それぞ

れ実施体制を整備していること。
　　　　第 5 号　 認証評価業務とそれ以外の業務に係る経理を区分すること。
　　　　　 　　　 また、機関別評価と専門職大学院評価を同時に実施する場合も経理

を区分すること。
第 3 条
　第 1 項第 1 号　申請のあった機関は以下の事項を公表すること。
　　　　　　　　　① 名称及び事務所の所在地
　　　　　　　　　② 役員の氏名
　　　　　　　　　③ 評価の対象
　　　　　　　　　④ 大学評価基準及び評価方法
　　　　　　　　　⑤ 評価の実施体制
　　　　　　　　　⑥ 評価の結果の公表の方法
　　　　　　　　　⑦ 評価の周期
　　　　　　　　　⑧ 評価に係る手数料の額
　　　　　　　　　⑨ その他評価の実施に関し参考となる事項
　　　　第 2 号　 大学から評価の要求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、

遅滞なく、評価を行うこと。
　　　　第 3 号　 評価の実績などにより、評価を公正・適確に実施する見込みがある

こと。
　　　　第 4 号　 専門職大学院の評価の実施後、教育課程又は教員組織に重要な変更

があった場合、その変更を把握し、必要に応じ、その変更を評価結
果に付記する等の措置を講ずること。
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Ⅲ 各認証評価機関が定める大学評価基準
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Ⅳ 評価プロセス（機関別評価のスケジュール）
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58

Ⅴ 各機関別認証評価団体の判定基準

Ⅵ 認証評価を受けた又は今後受ける予定の大学数
　　　【 平成 22 年度までに認証評価を受ける必要がある大学数（H16 年度以前に開設 

された大学が対象）】
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１ー 15 教育の質保証の取組の連関図
（平成 21 年 3 月 10 日　大学分科会黒田壽二委員　配付資料）
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１－ 16 諸外国の質保証システムの概要




